
 

様式４－２ 

 

（うるま市提出用） 

質問回答書 

公告番号 う財資マ第232002号 件名：うるま市車両管理業務 

回答日 令和7年11月27日 

質問事項 回答事項 

1.共同企業体について 

 工事受注の企業体（JV）とは違い、主

体会社は、車両管理に対する管理業務を

外部委託しており、構成員による出資を

行って運営しているのではない。企業体

名義の口座も開設していない。業務協力

企業としての受入れなど出来ないか。 

差し支えありませんが、業務実施体制（自由

様式）にその理由及び業務範囲を記載してく

ださい。 

 

2.業務実績について 

⑴車両管理業務とは、メンテナンスリー

スを含むか。 

⑵実績が証明できる書類とは、契約書と

考えてよいか。 

⑶担当する技術者がその業務に従事し

た根拠資料とあるが、どのようなものを

想定しているか。 

（1） 含みません。 

（2） お見込みのとおりです。 

（3） 業務従事証明書・在職証明書・就労

証明書、或いは、勤務簿の写し、タ

イムカード等を想定しています。 

 

3.プロポーザル方式実施説明書第2章1-

（4）業務実施体制と（5）②実施体制は

別扱いとなるか。両方提出が必要か。 

(4)業務実施体制（自由様式）は、本業務に係

る貴社内部の連絡体制等を指し、（5）の実施

体制は、車両管理を行う上での体制（委託

者・受託者・整備工場・システム・緊急対

応）等を指しておりますので、両方提出が必

要です。 

 

4.評価基準には、提案価格書を評価する項

目が見当たらないが、提示委託料多寡さも

評価の対象か。 

評価基準にない項目については、対象外とな

ります。 

 

5.本契約期間内の代替、増車においてリー

スを利用する場合、業務委託会社との随意

契約は可能か。 

可能です。 

 



6.業務委託契約書第 8 条（業務実績報告書

の提出及び検査）に記載の業務実績報告書

とは、どのようなものを想定しているの

か。通常メンテナンスリースの場合、書面

での実績報告はしておらず、履行状況の確

認は提供している車両管理システムの閲

覧となる。但し、実施整備工場の入力次第

となるため、翌月 10 日までに更新するこ

とは実質困難である。 

業務実績報告書は、当該月に行った車検、点

検、修繕等の内容がわかるリスト等を想定し

ていますので、その内容が出力できれば車両

管理システムで差し支えありません。また、

提出期限については、契約後、別途協議のう

え決定して差支えありません。 

 

7.支払について検査後支払いとあるが、上

記6での提出期限に間に合わない場合、該

当月の支払いはできないのか。支払条件

毎月定額での契約となるため、請求は出

して支払いをお願いしたい。 

毎月定額での契約とはなりますが、当該月の

履行状況を確認する必要がありますので、履

行確認前のお支払いはできません。 

協議で決定した提出期限までに間に合わない

場合は、支払も遅れることとなります。 

8.参考お見積りでは業務委託車両の中で、

低年式、多走行車両について、高額修理が

発生した場合、業務の対象外としていた

が、良いか。 

当該車両の契約を解除する前提であれば、差

支えありません。 

 

9.電気自動車の駆動用バッテリー及び充電

ケーブルは、業務の対象外で良いか。 

充電ケーブルは対象外ですが、バッテリーに

ついては当該車両を構成する部品となるため

業務の対象としてください。ただし、メーカ

ー保証の対象となる場合は対象外として差し

支えありません。 

10.点検計画表の提出は、車両管理システ

ム閲覧できれば良いか。 

車両管理システムでも差し支えありません

が、形式を問わず、計画表の提供をお願いし

ます。 

 

11.ロードサービスについて、事故や市の

過失によるものなどは含まれないで良い

か。 

含みます。ただし、事故や市の過失の場合の

レッカーや修繕費用については含まれませ

ん。詳細は別途協議とします。 

 

12.ナビやETCなど付属品保守は業務委託

に含まれないもので良いか。 

お見込みのとおりです。 

 

13.メーカー起因による修理（リコール）

等は含まれないで良いか。 

含みます。 

14.メーカー保証内の修理時の代車は含ま 含みます。ただし、メーカーが代車を準備す



れないで良いか。 る場合は含みません。 

 


